
最高裁秘書第493号

令和4年3月2日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

1月31日付け（2月2日受付、第030934号）で申出のありました司法行

政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で6枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には、個人識別情報（当事者の氏名等） 、公にすることにより法人等

の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており、これらの情報は、行政機関情報公開法第5条第1号、

第2号ｲ及び第6号に定める不開示情報に相当することから、これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 （4233） 5240 （直通）
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ページ： 1/6既済事件一覧表 集計期間 令和3年12月1日～ 令和3年12月31日

一－ 一二 二－ － ■

・法廷 主任裁判官主任鯛査官
第2小法廷|菅野博之 ｜大竹敬人

事件番号

令3年(受)第1.447号

終局区分 憲法|少数備考‘ 上告受理終局日上告人 I 被上告人
R3･12･1 不受理 口 □一

《￥

b●
ﾛ

不受理R3．12･2 □ ■

R3．12"2 1不受理 □|| |■
一”

R3･12･2 □ |■
芦

←

R3pl2･2 □｜■

不受理R3．12･2 □ |■
～

L器 不受理

不受理

不受理

R3．12･2

R3..12.2

R3･12･2

口
一
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ー
■

□
｜
□

一
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□
□不受理R3．12｡2 |■－

1

》
一
》
穂
一
》
穂
穂
一
》
｜
》

R3｡12･3

R3c12･3

口
一
口
一
□
｜
口
一
口
一
□
□
｜
□

□
□
｜
□
｜
ロ
ー
ロ
ー
ロ
ロ
ー
□

旬

｜

’

F

l

l

R3･12．3

R3.12･3

R3･12･3

ｉ
孝
幸

３
３
３
’
３
－
３

■
■
■
■
■

２
２
２
２
２

１
１
１
１
１

■
■
■
■
◆
●

３
３
３
３
３

Ｒ
Ｒ
Ｒ
Ｒ
Ｒ

望

一4■

6

J 訂 不受理 田 □

百1百
二二コ

不受理

不受理R3．12･3 □ ロ

R3･12･3 1不受理 □
｜
口
一
□
□

□
一
口
一
□
｜
・
□

一

》
・
穂
一
》

IR3．12．3

1R3･12･3
R3．12．3

I

’

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

181第2小法廷

191第2小法廷|岡村和美
20

21

22

231第2小法廷|三浦守色

24

25

第1小法廷”

勺も

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷|岡村和美

第2小法廷|菅野博之
I

第2小法廷|菅野博之
ヨ

第2小法廷

第2小法廷

安浪亮介

堺徹

深山卓也

山口厚

安浪亮介

安浪亮介

安浪亮介

山口厚

堺徹

菅野博之

三浦守

岡村和美

岡村和美

岡村和美l
.

三浦守

草野耕一

菅野博之

三浦守

可村和美 ｜堀内元城

宮崎朋紀

宮崎

中嶌諏訪 |令3年(受)第'0i7号
堀内元城

高瀬保守

森川さっき

前田志織

熊谷大輔

宮崎朋紀
巳

一藤哲志

森川さっき．

佐野文規

堀内元城

前田志織

本條裕

堀内元城

償條裕

中嶌諏訪 ．

川崎直也 |令3年(受)第'49'号
川崎直也

本條裕

貝阿彌亮

高瀬保守

1紀

令3年(受)第128号
◆ 9

|令3年(受)第938弓

令3年(受)第1388号
○ ■

令3年(受)第1572号

令3年(受)第1658号

令3年(受)第1669号

令3年(受)第1686号

令3年(受)第1700号

令3年(受)第158号

令3年(受)第979号

令3年(受)第1061号

令3年(受)第1099号

令3年(受)第1152号

令3年(受)第1302号＝

令3年(受)第1307号

令3年(受)第1377号

令3年(受)第1386号
ー

令3年(受)第1452号

令3年(受)第1506号

令3年(受)第1526号

令3年(受)第1538号

令3年(受)第1540号

I

茨木市

日本政府

|国

高鍋町

出水市
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既済事件一覧表 集計期間 令和3年12月1日～ 令和3年12月31日

終局区分 ｜憲法|少数番号 法廷 主任裁判官主任鯛査官 事 備考 上告受理終局日件番号 上告人 被上告人

’ 不受理

不受理

不受理

不受理

兵庫県 一

ヤ

旧3.12忽
順詞百百§

□
一
口
一
□
｜
□

口
一
口
一
口
｜
□

I R3．12．3

－

R3･12b3
一
一
一■■

』
二
｝

’
不受理R3･12．7

一

■ |■

『
。
・
・
・
・
。

I■＝

戸

’ R3．12･7 1不受理 □
一
口
一
口
一
口
一
□

口
一
□
｜
□

》
｜
》
穂
穂

R3．12･7

R3?12･7

R3･12．7

R3．12･7

L

I

□
｜
□

牛

一

←

不受理R3｡12鍾・7 |■ □

一
一
一
一
今

不受理R3･12･フ □ □

不受理
一

不受理

R3．12･7

R3･12.7

ロ｜□
百T石

で

､

不受理R3．12"7 □ □

奇

不受理R3･12c7 |■ 口

不受理
一

不受理

R3"12･7

－

R3亨12．7

口
一
口
一
口

■
一
□
｜
□

二 』 ＝

R3.1287 1不受理

不受理R3-12．7 ■ ロ一

R3.12･8 1不受理 □｜□

不受理R3･12p8 □ |■’

百丁｢百

亘二厄

不受理R3q12･9

R3･12｡9 不受理●

｜

’ I
公立大学法人大阪公立大学法人大阪 不受理R3･12．9 □ □

今

- , .

27

28

29

30

3' '第3小法廷｡
32

33

34

35

361第3小法廷

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第3小法廷|林道晴
I

第3小法廷

第3小法廷

第3小誌

第3小泌

第3小法廷|長嶺安政

第3小法廷|林道晴
I

…藩頚
第3小法廷|渡邉恵理子

0
1

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第1小法廷

第'小法廷|山口厚
第1小法廷

E |戸倉三郎 f

匡
酉

菅野博之

三浦守

岡村和美

長嶺安政

渡邉恵理子

長嶺安政

渡邉惠理子
、

林道晴

渡邉恵理子

長嶺安政

渡邉恵理子

林道晴

戸倉三郎

一
一
一

草野耕一

深山卓也

深山卓也

§守

本條裕 ｜令3年(受)第1570号
中嶌諏訪 |令3年(受)第'58'号▲写

宮崎I

一藤哲志

斗谷匡志 |令8年(受)第560号
能登謙太郎|令3年(受)第667号
貝阿彌亮

堀内元城

中嶌諏訪．

宮端謙一 |令3年(受)第'405号
貝阿彌.亮

|令3年(受)第'4''号己
野中伸子

野中伸子

神谷厚毅

神谷厚毅

堀内元城

應野旭

家原尚秀
面

船所寛生

熊谷大輔

鷹野旭

野中伸子

本條裕

中嶌諏訪
、

紀 令3年(受)第1617号

令3年(受)第89号

令3年(受)第1237号

令3年(受)第1313号

令3年(受)第1.337号

令3年(受)第1415号

令3年(受)第1416号

令3年(受)第1420号

令3年(受)第1421号

令3年(受)第1435号

令3年(受)第1625号

令3年(受)第1649号

令3年(受)第1661号

令3年(受)第1021号

令3年(受)第1584号

令3年(受)第727号

令3年(受)第1149号

令3年(受)第1173号

鹿児島市

国

国
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》
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付
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日
ペ既済事件一覧表 集計期間 令和3年12月1日～ 令和3年12月31日

－

"ZgX- 『一蘭著 蝋
□
｜
□

上告受理終局日上告人

理
理
受
受
不
不

R3．12．9

R3o12･9

R3･12．9

R3･12．9

R3．12"9

R3･12．9

R3･12･9

Ｋ
々
刊
６
罪

不受理一藤哲志531第1小法廷 山口厚 □ □

密
禰
穂
禰

ロ
ー
□
｜
ロ
ー
□

口
一
口
一
口
一
□

ロ ロI
仁

561第1小法廷|安浪亮允 ｜泰條裕 ｜令3年(受)第1696号

｜中嶌諏訪｜令3年(受)第1705号 ’
『
：
可廷

廷
法
法
小
小
１
１
第
第

７
８
５
５

山口厚
一一

深山卓也 R3．12b9 1不受理鷹野旭 □
－

■1

●

弓

I

R3･12･9 1不受理華
露
雨

識
藤
艫

泌
幽
》

□
□
□
｜
□
□

口
一
口
｜
口
一
口
一
□

詔
一
釦
一
剛

》
穂
穂
穂

R3．12．10

R3･12"10

R3．12･10

R3･12･10

叩

621第2小法廷
－

631第2小法廷

|船所寛生 ｜令3年(受)第930号
封

ﾛ －

不受理三浦守 ｜中嶌諏訪64第2小法廷 R3･12-10 ■ □

R3･12.101不受理 □
｜
□
一
口
一
□
ロ
ー
□
｜
ロ
｜
□
｜
□
・
一
口
一
□
｜
□

口
一
口
一
口
一
口
一
□
｜
□
｜
口
一
□
□
｜
口
一
口
一
□

》
・
穂
穂
翻

能登謙太郎|令3年(受)第1579号
R3．12．10

R3･12･10

R3･12．10

R3･12｡10

R3．12･10

R3．12．10

R3．12･10

R3-12･10

661第2小法廷|菅野博之

671第2小法廷草野耕一家原尚秀令3年(受)第1604号

681第2小法廷菅野博之佐野文規令3年(受)第1616号
691第2小法廷草野耕一佐野文規令3年(受)第1630号
70|第2小法廷菅野博之宮崎朋紀令3年(受)第1634号
711第2小法廷草野耕一船所寛生令3年(受)第1636号

3－
戸一

不受理
一

不受理
fP

I 』 I

721第2小法廷｜三浦守 |船所寛生 ｜令3年(受)第1644号 ｜ 》
穂
穂
．
穂
一
癖

731第2小法廷|草野耕一 ｜熊谷大輔 ｜令3年(受)第1645号
R3･12．10

－

R3o12C10

－

検事総長

国

事総長

国
I761第2小法廷|菅野博之 ｜堀内元城 R3．12･13

■ 一 m

.、 終局区分 憲法

国

令2年(受)第613号
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鷹著 上告受理一終局日 一房了震局区牙番号 法廷 ｜主任裁判官1主任照査官I 事件番号
771第3小法廷|宇賀克也 ｜前田志織 ｜令3年(受)第1222号

憲法|,少数I被上告人上告人

」
R3.12･14 1不受理 |■ ■

》
穂
一
》
｜
》
｜
》

1

R3．12･14

R3．12･14

R3･12｡14

R3．12･14

R3･12･14

□
｜
□
｜
□
｜
□
一
口
一
□
□
□
｜
□

ロ
ー
□
｜
□
｜
口
一
口
｜
□
｜
口
一
口
｜
□

牟

R3.12.14. |不受理
一

不受理

不受理

不受理

不受理

R3．･12．16

R3．12．16

R3･12･16

－

R3･12516

『1

4
”

ョ

□ |■’

R3.12．16 i不受理 □｜□

不受理R3．12．17 □ 口
一
画｜ 不受理R3．12．17 □

R3.12.17 1不受理 □｜□

I 不受理R3．12"17 ■
－

■’

R3.12.17 1不受理 □｜□

不受理R3．12･17 ■ ■ｆ
』

R3.12.17 1不受理 □｜□

不受理R3．12･21 ■ □
〆

□’R3･12"21 1不受理 |■’

■

》
穂
穂

R3･12｡21

R3．12･21

R3"12･21

□
□
一
口
一
口

□
｜
口
一
□
。
｜
□R3．.12"21 不受理

1

1

78

79

801第3小法廷

81 1第3小法廷

82．

83

84

851第1,小法廷
4

86

87

88

89

90

91

92

93

941第2小法廷
ﾛ①

4

95

96

97

981第3小法廷
&

99－

100

101

第3小法廷|長嶺安政 ｜堀内元城
第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

林道晴

渡邉恵理子

長嶺安政

長嶺安政

長嶺安政

堺徹

山口厚

安浪亮介

岡正晶 |志村．
I

由貴

岡正晶 ｜船所寛生

岡村和簔 I
本條裕

草野耕一

草野耕一

岡村和美

菅野博之

岡村和美

三浦守
､

長嶺安政

長嶺安政

林道晴

宇賀克也

林道晴

戸倉三郎

|宮崎朋紀
前田志織

一藤哲志

宮崎朋紀

鷹野旭

一藤哲志

川崎直也

本條裕

堀内元城

一藤哲志

森川さっき

中嶌諏訪
6

森川さっき

船所寛生

船所_寛生

堀内元城…

川崎直也

'一藤哲志
笹本哲朗

鵬宙野 旭
虚

令3年(受)第1369号

令3年(受)第151.4号

令3年(受)第1585号

令3年(受)第1646号

令3年(受)第1652号

令3年(受)第167.1号

令3年(受)第718号

令3年(受)第1603号

令3年(受)第1618号

令3年(受)第1702号．

令3年(受)第1808号

令3年(受)第1259号

令3年(受)第1“4号

令3年(受)第1530号

令3年(受)第1680号

令3年(受)第1687号

令3年(受)第1689号

令3年(受)第1695号

令3年(受)第825号

令3年(受)第826号

令3年(受)第1528号

令3年(受)第1537号

令3年(受)第1549号

国
■

国

独立行政法人地域医療
機能推進機構’
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既済事件一覧表 集計期間 令和3年12月1日～ 令和3年12月31日

番号i 法廷 主任義剰冒一王長調蚕菅一一事件番号 ’ 備考
一

終局区分 ｜憲法I少数被上告人 |上告受理終局日上告人

"21第3小法廷
一一

1031第3小法廷

宇賀克也 ｜堀内元城 令3年(受)第1571号 不受理R3･12･21 □｜□

林道晴

戸倉三郎

戸倉三郎

戸倉三郎

宇賀克也

宇賀克也

林道晴

戸倉三郎

宇賀克也

林道晴

長嶺安政

本條裕

川崎直也

佐野文規

笹本哲朗

佐野文規

本條裕

宮崎朋紀

前田志織

佐野文規

船所寛生

船所寛生

不受理

不受理

不受理

不受理
一一一

不受理

不受理

不受理

巨
言
巨
言
邑
言
宮
言
亘
言
芭
言
巨
宕
芭
言

０
，
８
１
３
０
６
９
１

８
８
９
１
４
７
９
０

５
５
５
６
６
６
６
７

１
１
１
１
１
１
１
１

第
第
第
・
第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｌ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受
受
受
受
受

く
く
く
く
く
く
く
く

年
年
年
年
年
年
年
年

３
３
３
３
３
３
３
３

《
祠
《
わ
」
谷
市
・
《
や
《
や
《
洞
．
《
わ
《
わ

R3･12．21

R3．12･21

R3．12．21

R3．12．21

R3画12，21

R3･12･21

□
｜
□
｜
ロ
ー
□
｜
□
｜
口
一
口
一
□
｜
ロ
｜
□
□

□
｜
□
一
口
一
口
一
□
｜
口
一
口
一
口
一
□
｜
□
｜
□

'“|第3小法廷
1051第3小法廷105

106

107

’第3小法廷

第3小法廷
p

苓

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

３
３
３

第
第
第

108

109

110

111

R3．12．21

》
穂
穂
穂

R3･12"21

R3．12．21

R3．12．21

R3･12･21

１
Ｊ
１

－

第3小法廷

第3小法廷

号
号
号

２
７
４

７
７
８

７
１
５

１
１
１

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

橇
慶
塵

年
年
年

３
３
３

《
洞
〈
わ
．
《
わ

112

113 第3小法廷

1141第1小法廷 家原尚秀 ｜令3年(受)第738号 ｜大阪府|大阪府 R3P12･23･不受理山口厚 □ □
I

115第1小法廷山口厚 家原尚秀

一藤哲志

本條裕

貝阿彌亮

中嶌諏訪

堀内元城

川崎直也

号
渇
唱
蝪
鍔
瑁
罎

２
５
３
５
６
７
８

９
０
４
４
４
５
６

８
１
１
１
１
１
１

第
第
第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受
受
受
受

く
く
く
く
く
く
く

年
年
年
年
年
年
年

３
３
３
３
３
３
３

《
祠
《
や
今
や
一
雨
今
わ
く
わ
〈
わ

R3．12･23 1不受理 □ □
□II

1

堺徹 不受理1161第1小法廷 R3･12．23 □

軸
一
一
厚
認
馳

》
＠
｜
擢
穂
一
》
｜
》

鐸
窪
塞
羅

小
小
小
小

１
１
１
１

第
第
第
第

腔
仰
緬
痴

R3･12．23

R3･12･23

R3･12．23

R3"12･23

R3･12･23

祁
一
畑
細
細
掴
一
煙
一
煙
一
四
一
噸
一
価
一
切
一

口
一
口
一
口
一
口
一
□
｜
口
一
口
□
｜
口
一
口
一
□

□
｜
□
｜
□
｜
口
一
□

▲

■

己

8
一一

8

f‘

郡
師
瀧
瀧

小
一
小

１
｜
、
１

第
一
第

軸
一
厚 巨

言
自
言

０
４
９
５
６
７
１
１
第
第
ｊ
ｊ
受
受
Ｉ
く
年
年
３
３

〈
や
く
和

|＝藤哲志
．

|和久－彦

|川崎直也

|川崎直也

|本條裕
|宮崎朋紀

》
｜
》
穂
穂
．
｜
》
｜
》

R3｡12．23

R3･12･23

R3．12．23

R3．12．23

R3･12｡23

R3･12．23

□
｜
□i

I

廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法

小
小
小
小
小

１
１

１
１
１

第
第
第
第
第

堺徹

岡正晶

山口厚

深山卓也

堺徹

、
炉
１
１号

号
号
号

７
３
６
９

５
６
６
６

７
．
７
７
７

１
１
１
１

第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受

く
く
く
く

年
年
年
年

３
３
３
３

令
令
令
令

口
一
□
一
口
一
□

ロ

ロ

■

国

小金井市



日付：令和4年2月8日
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既済事件一覧表 集計期間 令和3年12月1日～ 令和3年12月31B

備考 上告受理終局日 終局区分 ，憲法|少数

｜□｜口
I□｜□

□｜□

裁判官主任謂査官’ 事件番号 被上告人番号 法廷

128 1第1小法廷

塞
一
率
．
而

上告人

不受理
一

不受理

亮介 ｜宮崎朋紀
厚 ｜森川さっき

|令3年(受)第1780号
|令3年(受)第1826号

R3"12･23

R3.12･23

R3･12．23

R3重12．23

R3｡12Q23

R3p12･24
－

R3。12．24

’'291第1小法廷
1301第1小法廷

ﾛ

『 不受理山口厚 和久－彦 令3年(受)第1843号 □
一

■

不受理

決定(移送）

不受理

不受理

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

１
１
２

第
ゞ
第
第

塞
錘
一
誕

岡正晶 野中伸子
壱

宮崎朋紀

亘
言
宮
呑
口
言
巨
言

１
４
８
３

８
１
１
２

８
９
１
４

１
１
１
１

第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受

く
く
く
く

年
年
年
年

３
３
３
－
３

今
預
《
洞
〈
和
琴
や

ロ
ー
□
□
．
｜
□

□
｜
□
｜
ロ
ー
□錘

剛
４
｝
４
４

、
、
・
１
、

詞
罰
巍
詫

１
１
１
１

１
２
３
４

３
３
３
３

岡正晶

菅野博之 ｜船所寛生
岡村和美 ｜野中伸子

0

■
９
．
１
■
。
■

令3年(受)第1533号菅野博之笹本哲朗 不受理第2小法廷 R3｡12･24 □ □135

R3.12･24 1不受理号
号
号

０
０
１

１
７
８

●
６
６
７

１
１
１

第
第
第

１
〕
ｌ

受
受
受

く
く
く

年
年
年

３
３
３

《
わ
く
洞
今
洞

朗
生

哲
裕
寛

本
條
所

笹
本
船

之
美
美

博
和
和

野
村
村

菅
岡
岡

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

２
２
２

第
第
第

６
７
８

３
３
３

１
１
１

第2小法廷

第2小法廷岡村和美本條裕令3年(受)第1670号

□□〃
１
１

不受理

不受理

R3･12Q24 □｜□

R3･12･24

～

~

杉並区


